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公 告 第 １ ９ ７ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 新 公 有 財 産 管 理 シ ス テ ム 構 築 等
業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物
品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政
令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 27 4条 の 11 第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 10 月 13 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  

新 公 有 財 産 管 理 シ ス テ ム 構 築 等 業 務   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 総 務 部 文 書 管 財 総 室 財 産 管 理 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ９ 月 27 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ デ ー タ 東 北   宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 一 番 町 一 丁 目 ９ 番 １
号  

５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
1 3 0 , 1 3 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
随 意 契 約  

７   随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由  
特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  

                                                                （ 財 産 管 理 課 ）  
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福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ７ ８ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 小 型 航 空 機 （ ア グ ス タ 式 Ａ 109Ｅ  
型 「 Ｊ Ａ 110Ｂ 」 ） の 定 期 耐 空 証 明 更 新 検 査 点 検 整 備 （ 基 本 ） に つ い て 、 次 の と お り 落 札
者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令
（ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和
39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 10 月 13 日  

福 島 県 警 察 本 部 長   若   田     英  
１   落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量  

小 型 航 空 機 （ ア グ ス タ 式 Ａ 109 Ｅ 型 「 Ｊ Ａ 110 Ｂ 」 ） の 定 期 耐 空 証 明 更 新 検 査 点 検 整
備 （ 基 本 ）   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ５ 年 ８ 月 22 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
中 日 本 航 空 株 式 会 社   愛 知 県 西 春 日 井 郡 豊 山 町 大 字 豊 場 字 殿 釜 ２ 番 地  

５   落 札 金 額  
4 1 , 4 7 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ５ 年 ７ 月 11 日  

                                                                （ 会   計   課 ）  

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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